
様式第2号

　上記について、下記により見積合わせを行ますので入札心得書等を熟読のうえ提出して下さい。

実施しません。

１）様　式　等

２）提出方法 ＦＡＸ又は電子メールによる。（※ＦＡＸ番号は、４）に記載された番号）

３）提出期限 まで

４）提  出  先 独立行政法人水資源機構　豊川用水総合事業部

TEL　 ０５３２－５４－６５０２ FAX　 ０５３２－５４－６５１７

メールアドレス：　nyukei_toyogawa@water.go.jp

５）担当者

６）質 問 書 まで

提出期限

７）見積回数 ２回を限度とする。

８）そ  の  他

くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

工 期

次に掲げる条件を満たしている者であること。見積参加要件

4 内 容 等

記　

1 現 場 説 明

契約締結の翌日から令和9年3月31日まで

別添、仕様書等のとおり

3

見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及
び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押
印されたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連
絡先を明記することで省略することができます。また、見積書は、利用区分に応じ
た単価が明らかになるように記載して下さい。（別添の参考様式参照）

2

豊 経 第 11 号

令 和 6 年 4 月 11 日

①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に
記載してください。

関係者　各位

豊川用水総合事業部長　　山本 政彦

見　　積　　依　　頼　　書

1 件 名 レンタカー単価契約 （オープンカウンタ方式による）

2 施 行 場 所 受注者の営業所または発注者が別途依頼する場所

独立行政法人水資源機構分任契約職

3

（公　印　省　略）

② 機構における令和３・４・５・６年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、
役務の提供の業種区分の「賃貸借」の認定を受けており、かつ、営業品目の
「自動車」に登録していること。

３）最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。

12:00

２）請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。

4 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出
期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知しま
す。

5 そ の 他

① 本業務の実施に関し、法律上必要とされる資格を有すること。

見 積 書 等

１）契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。

令 和 6 年 4 月 18 日

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはで
きません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無
効を主張することはできません。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場
合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提
出の期限は令和6年4月19日 12:00 までとします。

令 和 6 年 4 月 15 日 12:00

※質問の回答については、提出期限の翌日12:00までにHPに掲載します。

なお、ＦＡＸ又は電子メールに拠りがたい場合は、持参又は郵送（一般書留、簡易
書留、その他配達の記録が残る方法に限る。）による。

独立行政法人水資源機構　豊川用水総合事業部　経理課　鈴木　

③ 本店、支店又は営業所が愛知県内に所在すること。



〔参考様式〕

独立行政法人水資源機構分任契約職
豊川用水総合事業部長　山本 政彦　殿

以後１日ごと（２４時間） 台

10名乗り １２時間まで 台 8 ※２

２４時間まで 台 2 ※２

件名：レンタカー単価契約

　見積にあたっては、消費税を含まずに記載してください。

　免責補償料及びNOC免除の費用を含んだ単価を記載してください。(仕様書 第9節･第10節を参照）
　契約の相手方は、見積書の合計金額(税抜)により決定します。なお、契約に際しましては、見積書に
記載された単価欄の金額をもって、単価契約を締結します。

別添

令和　　年　　月　　日

ワンボックス ６時間まで 台 1

超過料金（１時間ごと） Ｈ 1

 スタッドレスタイヤ 日 1

配車 回 1

引取 回 1

マイクロバス ６時間まで 台 1 ※２

28名乗り １２時間まで 台 8

２４時間まで 台 2 ※２

以後１日ごと（２４時間） 台 1 ※２

1

超過料金（１時間ごと）

　下記の金額により見積りします。

車　種 利用区分

 スタッドレスタイヤ 日

㊞

見　積　書

配車 回 1

1

(単位：円）

※１

※２
※３

引取 回

Ｈ 1

1 ※２

※２

単位
数量
①

単 価
②

金　額
①×②

備 考

※２

住　　　所
会　社　名
代表者氏名

合　計

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
（連絡先は２以上記載すること）
本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１ ：
連絡先２ ：



１．くじの方法について

２．くじ用数値について

記載例）

※数字は、明確に記載してください。

３．くじ用順位について

１）「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「０：ゼロ」から「９９
９」の３桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「０：ゼロ」として取り扱わせてい
ただきます。

２）「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信（ＦＡＸ）した見積依頼書の受
信確認を機構に対して返信（ＦＡＸ）する際に記載してください。この場合、機構から特に受信
確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

「くじ用順位」とは 同価格者が機構に対して見積書を送信（ＦＡＸ）していただいた順に

別　　添

く　じ　の　方　法

　今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者（以下「同価格者」という。）が複数
あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致
する者を、契約の相手方とします。

31 2

くじ用数値

例） ・同価格者が２者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」

・同価格者が３者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」、「２」

４．具体的な決定方法について

例） ・同価格者が２者の場合

例） ・同価格者が3者の場合

1◎◎工業 ¥500,000- 2

△△組 ¥500,000- 1 4

□□工業 ¥600,000- 999

○○工務店 ¥500,000- 123

見積業者 見積額 くじ用順位 くじ用数値

△△組 ¥500,000- 1 4

□□工業 ¥600,000- 999

○○工務店 ¥500,000- 123

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信（ＦＡＸ）していただいた順に、
「０：ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

見積業者 見積額 くじ用順位 くじ用数値
123+4=127

127÷2者=63 余り 1

・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、

△△組 が契約の相手方となる。

123+4+1=128

128÷3者=42 余り ２

・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、

◎◎工業 が契約の相手方となる。
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レンタカー単価契約 仕様書 

 
第１節 適用 

本仕様書は、独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部が施行するレンタカー単価契
約（以下「業務」という。）に適用する。 
 
第２節 引渡及び返還場所 

引渡及び返還場所は、受注者の営業所とする。ただし、発注者は受注者の承諾を得た場合
に限り、次節に示す場所に配車及び引取を依頼することができるものとする。 
 
第３節 配車及び引取場所 

配車及び引取場所は、次に掲げるとおりとする。（別添 位置図参照） 
（１）愛知県豊橋市今橋町８番地 豊川用水総合事業部 
（２）愛知県豊橋市牛川町道下１４８ 第四駐車場 
（３）愛知県豊橋市東田町字西脇８５－２ 豊水寮 

 
第４節 契約期間 

契約締結の日の翌日から令和９年３月３１日まで 
 
第５節 車両の仕様 

レンタカーの仕様は、次のとおりとする。 
（１）ワンボックス（10 名乗り） 
（２）マイクロバス（28 名乗り） 

 
第６節 予定数量 

本業務は、契約期間中において単価契約するものとし、予定数量については、別紙「予定
数量表」のとおりとする。ただし、予定数量は、あくまで概算の見込み数量であり、当該数
量の契約を約束するものではない。 
 
第７節 依頼方法 

発注者は、車種及び利用日時等の所要の事項を記載した書面によりレンタカーの貸渡し
を受注者に依頼するものとする。 
 
第８節 燃料の負担 

１．受注者は、受注者の負担においてレンタカーの燃料を満タンにして発注者に引渡しす
るものとする。 

２．利用期間中の燃料は全て発注者が負担するものとし、受注者へレンタカーを返還する
際は燃料を満タンにするものとする。 
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第９節 保険及び補償 

受注者は、次の各号に掲げる保険及び補償を満たすレンタカーを発注者に貸渡すものと
し、使用中の事故については、その保険及び補償により賠償等の責任を負うものとする。 

（１） 対人補償   １名につき無制限（自賠責保険の補償額含む） 
  （２） 対物補償   １事故につき無制限（免責額なし） 
  （３） 車両補償   １事故につき車両時価額まで（免責額なし） 
  （４） 人身傷害補償 １名につき５，０００万円 
 
第 10 節 営業補償 

受注者は、受注者の責任によらない事故、盗難、故障及び汚損等が生じ、レンタカーの修
理及び清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償（ノンオペレーションチャージ）
として発注者が負担すべき金額を免除するものとする。 
 
第 11 節 疑義 

この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書により難い事由が発生したとき及びこの仕
様書に記載のない事項については、速やかに担当職員と協議して定めるものとする。 
                                                                            以上 



※ 予定数量は、あくまで概算の見込み数量であり、当該数量の契約を約束するも
のではありません。

件名：レンタカー単価契約

1

 スタッドレスタイヤ 日 1

配車 回

別紙

以後１日ごと（２４時間）

1

8

1

予定数量表

台 2

予定数量単位

１２時間まで 台

２４時間まで

台

日 1

1

1

回

回

台

1

台

台

Ｈ

1

Ｈ 1

備 考

引取

２４時間まで

以後１日ごと（２４時間）

超過料金（１時間ごと）

 スタッドレスタイヤ

配車

車 種 利用区分

６時間まで

１２時間まで

６時間までワンボックス

10名乗り

超過料金（１時間ごと）

引取 回

1台

台

マイクロバス

28名乗り 8

2

1
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自動車賃貸借単価契約書 
 
 
 １ 件   名     レンタカー単価契約 
 
 
 ２ 賃貸借物件     別紙 単価表のとおり 
 
 
 ３ 契 約 単 価     別紙 単価表のとおり 
 
 
 ４ 契 約 期 間          自 令和  年  月  日 

至 令和  年   月  日 
 
 
 ５ 引渡及び返還場所  仕様書 第２節のとおり 
 
 
  上記について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別

添の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
 
  本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を

保有する。 
 
 
   令和  年  月  日 
 
 
             発注者  愛知県豊橋市今橋町８番地 
                  独立行政法人水資源機構分任契約職 
                  豊川用水総合事業部長 山本 政彦  ㊞ 
 
 
 
             受注者    住所  
  

氏名                ㊞ 
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（総則） 
第１条 受注者は、この契約書に基づき賃貸借物件を発注者に賃貸し、発注者は、受注者

にその対価を支払うことで、この契約を履行するものとする。 
２ 発注者は、賃貸借物件を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。 
 
（権利義務の譲渡等） 
第２条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は継承

してはならない。ただし、発注者の書面による承認を得た場合はこの限りでない。 
２ 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特

段の理由がある場合を除き、受注者の賃貸借料債権の譲渡について、前項ただし書の承

諾をしなければならない。 
３ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、賃貸借料債権の

譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明す

る書類を発注者に提出しなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第３条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項

を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 
 
（契約内容の変更） 
第４条 発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更することができる。この場合に

おいて契約期間及び契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議し

て書面により賃貸借の内容を変更しなければならない。 
２ 発注者及び受注者は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他著しい事

情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注

者と受注者とが協議してこの契約を変更することができる。 
３ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約単価を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（一般的損害） 
第５条 賃貸借期間内に、物件に生じた損害その他賃貸借を行うにつき生じた損害（次条

に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損

害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 
 
（不可抗力による損害） 
第６条 受注者は、天災その他の不可抗力により、物件に重大な損害を受け、これにより

契約の履行が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した

書面を提出し、契約の解除を請求することができる。 
２ 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、天災その他の不可抗力に

より契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求
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を承認するものとする。 
 
（物件の返還） 
第７条 発注者は、物件を返還する場合には、原形に復し、返還するものとし、受注者は、

直ちにこれに応じなければならない。 
２ 受注者は、物件に発注者の故意又は過失により欠損があると認めたときは、物件の返

還を受けた日から７日以内にその旨を発注者に通知するものとする。 
 
（賃貸借料の請求及び支払） 
第８条 受注者は、発注者に対し、書面をもってその支払を請求することができる。 
２ 発注者は、受注者から請求書を受理した日から起算して３０日以内に賃貸借料を支払

わなければならない。 
 
（遅延利息） 
第９条 発注者の責めに帰すべき理由により、前条に規定する賃貸借料の支払いが遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結時点に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第

１項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請

求することができる。 
 
（契約の解除） 
第１０条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくこの契約に定める条項を履行し

ない場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき

は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の

不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 
２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除するこ

とができる。 
一 第２条第１項の規定に違反して賃貸借料債権を譲渡したとき。 
二 第２条第３項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用

したとき。 
三 この契約の目的を達成させることができないことが明らかであるとき。 
四 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行

を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行

をしないでその時期を経過したとき。 
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告
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をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら

かであるとき。 
八 前項又は第４項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
九 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる

者に賃貸借料債権を譲渡したとき。 
十 受注者が次のいずれかに該当するとき 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をい

う。以下この項において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 
３ 発注者は、契約期間満了前にこの契約を解除する場合には、直ちに受注者に物件を返

還するものとする。 
４ 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能と

なったときは、直ちにこの契約を解除することができる。  
５ 受注者は、第１項又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があ

るときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 
 
（契約が解除された場合等の違約金） 
第１１条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約のもととなっ

た落札金額（第１号に該当する場合で前条第１項若しくは第２項第１号から第８号の規

定により解除された場合又は第２号に該当する場合は、履行部分に相当する金額を除

く。）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 
一 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 
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二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となった場合 
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法

律第７５号）の規定により選任された破産管財人 
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 
 
（引取諸掛） 
第１２条 第 10 条に規定する解除にともなって物件を引取る場合等に必要な費用は、受

注者が負担するものとする。 
 
（損害賠償） 
第１３条 発注者又は受注者は、自己の責に帰するべき事由により、相手方及び相手方の

業務に関連するその他の者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 
２ 前項の損害賠償の内容については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 
 
（違約金等の徴収） 
第１４条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間

内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し

た日から契約代金支払いの日まで国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政

令第３３７号。以下「債権管理法施行令」という。）第２９条第１項の規定により定め

られた率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺

し、なお不足があるときは追徴する。 
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理法施行令

第２９条第１項の規定により定められた率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 
 
（談合等不正行為があった場合の違約金等） 
第１５条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の

請求に基づき、契約のもととなった落札金額の１０分の１に相当する額を違約金（損害

賠償額の予定）として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受

注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占

禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令

（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該



 - 5 -

納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 
二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」

という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、

受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場

合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反

する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１項

第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る

事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分

野に該当するものであるとき。 
四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 
２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第２９条第

１項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなけ

ればならない。 
 
（個人情報の取扱い） 
第１６条 受注者が、業務を実施するに当たり、受注者は、発注者から預託された個人情

報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの

（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによ

り当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）について、善良なる管理

者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 
２ 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を

得た場合は、この限りでない。 
一 発注者から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。

（業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を含む。また、第三

者が受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定

する子会社をいう。）である場合も含む。） 
二 発注者から預託された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、

複製し、又は改変すること。 
３ 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
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４ 発注者は、受注者が業務を行うに当たり取り扱う個人情報の管理の状況について、必

要に応じて調査することができるものとし、また、受注者はそれに協力しなければなら

ない。 
５ 受注者は、発注者から預託された個人情報を、業務終了後、廃止後又は解除後直ちに

発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示による

ものとする。 
６ 受注者は、発注者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条

に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければな

らない。 

７ 発注者は、受注者が第１項から前項までのいずれかに違反していると認められるとき

は、契約を解除することができる。 
８ 受注者は、前項の規定により、発注者が契約を解除した場合において、発注者に損害

を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 
 
（専属的合意管轄） 
第１７条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物

の価額に従い〔 豊橋 〕簡易裁判所又は〔 名古屋 〕地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とすることに合意する。 
 
（補則） 
第１８条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項について

は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 



(消費税及び地方消費税は別途加算)

別紙

単 価 表

車 種 利用区分 単位 単 価 備 考

ワンボックス ６時間まで 台 円 

10名乗り １２時間まで 台 円 

２４時間まで 台 円 

以後１日ごと（２４時間） 台 円 

超過料金（１時間ごと） Ｈ 円 

 スタッドレスタイヤ 日 円 

配車 回 円 

引取 回 円 

マイクロバス ６時間まで 台 円 

28名乗り １２時間まで 台 円 

２４時間まで 台 円 

以後１日ごと（２４時間） 台 円 

超過料金（１時間ごと） Ｈ 円 

 スタッドレスタイヤ 日 円 

配車 回 円 

引取 回 円 
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                                               令和  年  月  日 
 
 

 独立行政法人水資源機構分任契約職 

  豊川用水総合事業部長 山本 政彦 殿 
 

住   所 
会 社 名 
代表者氏名 

 
 

見積依頼書等の交付受領書 
 

   令和６年４月１１日に交付された「レンタカー単価契約」の見積依頼書等

を受領しました。 
 
 
 

〈連絡先〉 
 

  担当部署名： 
 

  担 当 者： 
 

  電 話 番 号： 
 

  ＦＡＸ番号： 
 
 メールアドレス： 
 

 
 
◆くじ用数値 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定する 
  ためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。 



 

 
 
 
 
 
 このたび、水資源機構豊川用水総合事業部では、オープンカウンタ方式による調達の

試行を開始いたしました。発注案件を機構ＨＰ上にて随時掲載していきますので、ご興

味のある案件にはぜひご参加ください。 
 

オープンカウンタとは？ 
工事、測量建設コンサルタント業務及び物品購入等の調達に係る見積合わせにおい

て、当機構が相手方を特定せず、案件を公開し見積参加希望者から見積書の提出を受

け、契約の相手方を決定する方式です。 
 

見積への参加方法 
① 水資源機構豊川用水総合事業部ＨＰに掲載した各発注案件に応じて、見積に参加

意欲のある方は、見積依頼書等をダウンロードしてご覧ください。 
② 見積依頼書等をダウンロードされた方は、見積依頼書等の交付受領書をＦＡＸま

たは電子メールにて豊川用水総合事業部ご提出ください。 
③ 見積書をＦＡＸまたは電子メールにより豊川用水総合事業部 経理課あてご提出

ください。 
④ 見積を辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。 
⑤ 契約の相手方として決定した方へのみ、ＦＡＸ又は電子メールにて契約決定の通

知をお送りします。 
 

オープンカウンタ方式による調達情報（豊川用水総合事業部ＨＰアドレス） 
 → https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に以下へお問い合わせ下さ

い。 
 

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部 経理課 
  住  所： 〒４４０－０８０１ 
        愛知県豊橋市今橋町８番地 
  電  話： （０５３２）５４－６５０２ 
  Ｆ Ａ Ｘ： （０５３２）５４－６５１７ 



水資源機構 業者様

ＨＰにおいて見積依頼書、仕様書

等の交付
交付資料のダウンロード

質問書の提出

（ＦＡＸ、電子メール、持参、郵送）
※仕様書等に対する質問がある場

合、又は物品購入の場合で同等品規

質問書の受理

ＨＰにおいて質問回答書の交付 質問回答書の内容確認

見積書提出見積書の受理

契約締結の相手方へ決定通知書

の交付（ＦＡＸ又は電子メール）

工事完成、業務完了、納品
工事完成、業務完了、納品完了後

に検査の上、支払

業務実施

見積依頼書等の交付受領書の提

出（ＦＡＸ又は電子メール）

見積依頼書等の交付受領書の受

理



オープンカウンタ方式による見積手順 

 

豊川用水総合事業部より見積を依頼した件名について、見積依頼書及び仕様書等を豊川

用水総合事業部ホームページ「オープンカウンタ方式による調達情報」に掲載しております

ので、見積参加希望の方は下記の【手順】により見積書の提出をお願いいたします。 

 

【手順】 

①  豊川用水総合事業部ホームページ「オープンカウンタ方式による調達情報」に見積

依頼内容を掲載しておりますので、依頼内容をご確認ください 

②  依頼内容を確認し、見積合わせに参加希望される方は「見積依頼書等の交付受領書」

を提出してください。受領書の提出先は「見積依頼書３．４）提出先」の FAX 番号又

はメールアドレスにお願いします。 

 ③ 見積依頼内容に質問がある場合は、見積依頼書に記載された提出期限までに FAX 又

は電子メールのいずれかにより機構に提出してください。 

④  ③の質問について、質問書提出期限の翌日に豊川用水総合事業部ホームページに回

答書を掲載しますので、その内容を確認し見積書を提出してください。  

⑤ 見積書は見積依頼書に記載された提出期限までに FAX 又は電子メールにより提出し

てください。 

⑥  決定通知は契約締結の相手方のみ通知します。（FAX 又は電子メール） 

⑦  辞退する場合、辞退届の提出は必要ありません。 

 

【オープンカウンタ方式とは】 

○ オープンカウンタとは、工事、コンサルタント業務及び物品購入等の調達に係る見

積合わせにおいて、当事業部が相手方を特定せず、案件を公開し、見積参加希望者か

ら見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。 

○ 詳細の内容は、豊川用水総合事業部ホームページ「豊川用水総合事業部におけるオ

ープンカウンタ実施説明書」及び「調達方法フロー」をご覧ください。 

【留意事項】 

○   見積書の提出は、別添「見積依頼書」に記載された提出期限までに、ＦＡＸ又は電

子メールで送信してください。 

     なお、送信先は「見積依頼書」の提出先に記載されたＦＡＸ番号又はメールアドレ

スとします。また、送信後は、機構へ受信確認の電話連絡をしてください。 

○ 入札心得書等は次のホームページに掲載していますのでご利用ください。 

    https://www.water.go.jp 

 

【問い合わせ先】 

愛知県豊橋市今橋町８番地 

独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部 経理課 鈴木 

TEL0532-54-6502  FAX0532-54-6517  メール nyukei_toyogawa@water.go.jp 
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